
① 総額型税額控除

前期と試験研究費が同額の場合
この8.5％は、試験研究費が前期比較約

20％以上増加なら、14％、逆に約37％

以上減少なら2％になる

試験研究費が、基準年度(※2)と比べ

て、当期売上が2％以上減少かつ試験研

究費は増加している場合

いずれか小さい金額が

税額控除額①

試験研究費が、平均売上金額(※1)の

10％以上の場合(15%以上なら控除

10％）

税額控除の上限 支出した試験研究費に対する税額控除率

法人税額の

25％

法人税額

※税額控除

前の金額

法人税額の10％

法人税額の5％

試験研究費の

金額

（技術研究組合

への賦課金）

試験研究費の

8.5％（基準値）



② オープンイノベーション（OI）型税額控除

税額控除の上限 支出した試験研究費（賦課金）に対する税額控除率

いずれか小さい金額が

税額控除額②

法人税額

※税額控除

前の金額

法人税額の

10％

試験研究費の

金額
（技術研究組合

への賦課金）

試験研究費の

20％


